
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人鹿屋体育大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成22年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

人事院勧告に伴う給与法改正に準拠し次のとおり改正した。１２月期から期
末・勤勉手当を概ね０．１５月分減額した。報酬月額を平均０．２％減額した。

同上

国立大学法人鹿屋体育大学役員給与規則により、勤勉手当の額については、国立大学法
人評価委員会が行う業績評価の結果等を勘案し、学長がその者の職務実績に応じ、国立大
学法人鹿屋体育大学経営協議会の議を経て決定する。

改定なし

該当者なし

改定なし



２　役員の報酬等の支給状況

平成22年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

15,975 11,884 4,091 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

11,749 8,704 2,995 49
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,665 1,665 0 0
（　　　　）

※

千円 千円 千円 千円

1,118 1,118 0 0
（　　　　）

※

千円 千円 千円 千円

1,118 1,118 0 0
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平22年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、具体的な業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

法人での在職期間

法人の長

摘　　要

A理事

B理事
（非常勤）

B監事
（非常勤）

前職

A監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）

法人の長

理事A

理事A
（非常勤）



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成22年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

104 45.8 6,709 5,014 70 1,965
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 42.6 5,501 4,180 67 1,321
人 歳 千円 千円 千円 千円

54 48.5 7,827 5,787 74 2,040
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
賞与：勤勉手当

（査定分）

制度の内容

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院看護師）

区分

常勤職員

うち所定内人員

事務・技術

医療職種
（病院医師）

　基準日（６月１日・１２月１日）以前６箇月間の期間における勤務成績に応
じて決定される支給割合（成績率）に基づき支給される。

本給月額
（昇　格）

勤務成績が良好で、かつ昇格基準に達している場合、その者の資格に応
じて、１級上位の級に昇格させることができる。

本給月額
（昇　給）

１月１日の昇給日前１年間の勤務を評価し、勤務成績に応じて昇給させるこ
とができる。

教育職種
（大学教員）

うち賞与平均年齢
平２２年度の年間給与額（平均）

総額

中期目標に掲げる人事の適正化に関する目標を達成するために、人的資源の効果的な活

用を図りつつ、人員の計画的・効率的な配置を行い、総人件費改革の実行計画を踏まえた

人件費の削減の取組み及び中期計画目標期間中の人件費の見積りの範囲内での人件費

国家公務員の給与水準を十分に考慮し、国家公務員の例に準じた措置を講じている。

職務実績・成績を昇給、特別昇給、昇格及び勤勉手当の成績率に反映させている。

人事院勧告に伴う給与法改正に準拠し次のとおり改正した。１２月期から期末・勤勉手当を

概ね０．２０月分減額した。中高齢層の本給月額を平均０．１％減額した。また、５５歳を超え

る教職員の本給、管理職手当及びその他本給により算出される手当の支給額を１．５％減額



人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注：常勤職員「その他医療職種（看護師）」については、該当者が１人であるため、当該個人に関する
　　情報が特定されるおそれがあることから、平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

事務・技術

教育職種
（大学教員）

在外職員

任期付職員

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院看護師）

○○職種

事務・技術

再任用職員

○○職種

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医師）



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

4 51.8 - 8,173 -

6 50.8 6,938 6,930 7,143

23 43.9 5,195 5,493 5,798

5 36.9 4,781 4,746 4,825

11 34.7 3,343 3,811 4,071

注１：課長における該当者は４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

24 56.0 8,570 9,401 9,983

12 48.6 7,293 7,510 7,688

11 42.9 5,812 6,443 6,826

7 31.6 4,111 4,576 4,690

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均年齢分布状況を示すグループ

教　授

平均

人員 平均

平均年齢

主任

人員分布状況を示すグループ

副課長（課長補佐相当職）

課長

係長

係員

准教授

講　師

助　教

0

10

20

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円

0

10

20

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額
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千円



③

（事務・技術職員）

区分 計 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 事務局長 事務局長 課長 課長 課長 副課長 係長 主任 係員

な職位 副課長 係長 主任 係員
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

49 該当者なし 該当者なし 該当者なし 4 1 7 26 7 4

（割合） （     %） （　   %） （　   %） （ 8.2%） （ 2.0%） （14.3%） （53.1%） （14.3%） （8.2%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

53～49 ～ 55～47 50～36 54～30 29～26
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,699～6,023 ～ 5,569～4,267 4,647～3,320 3,900～2,518 2,894～2,196

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,815～7,819 ～ 7,229～5,773 6,060～4,306 5,131～3,343 3,745～2,916

注：5級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、「年齢（最高～最低）」以下の

　事項について記載しない。

（教育職員（大学教員））

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 教授 准教授 講師 助教 助手

な職位
人 人 人 人 人 人

54 24 12 11 7 該当者なし

（割合） （44.4%） （22.2%） （20.4 %） （13.0%） （　   %）
歳 歳 歳 歳 歳

64～45 61～38 63～31 43～26
千円 千円 千円 千円 千円

8,220～4,978 5,974～4,724 5,851～3,953 4,271～2,959

千円 千円 千円 千円 千円

11,123～7,126 8,068～6,343 7,904～5,351 5,723～3,860

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

64.7 67.7 66.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.3 32.3 33.8

％ ％ ％

         最高～最低 38.1～33.4 35.9～29.6 34.8～32.9

％ ％ ％

64.6 68.3 66.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.4 31.7 33.5

％ ％ ％

         最高～最低 41.0～32.2 37.5～28.8 36.4～30.8

一般
職員

一律支給分（期末相当）

 職級別在職状況等（平成23年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

人員

賞与（平成22年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)



（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

64.5 68.0 66.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.5 32.0 33.7

％ ％ ％

         最高～最低 38.1～33.0 34.6～30.0 36.4～31.7

⑤

　（事務・技術職員）

85.5

98.0
　（教育職員（大学教員））

91.7

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育職員（大
学教員））

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対国家公務員（行政職（一））

対他の国立大学法人等

対他の国立大学法人等



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 93.6

参考 学歴勘案　　　　　　 86.2

地域・学歴勘案　　　93.6

○教育職員（大学教員）

90.1

　教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標

（注） 上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成
22年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

【主務大臣の検証結果】
国家公務員に比べ低い給与水準であり、適正であると考える。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　73.0％
（国からの財政支出額　1,537百万円、支出予算の総額　2,105百万円：平成
22年度予算）

【検証結果】
本学は体育系単科の大学であり、体育実技の指導者養成を使命の一つとし
ている大学であるという特殊性から、自然科学系の研究大学と比して外部資
金の獲得が難しいのが現状である。
外部資金の獲得については、科学研究費補助金や国が行うプロジェクト等に
対して積極的に申請を行っているが、今後とも引き続き努力するとともに、効
率的な運営を行い、支出の削減に努める。

【累積欠損額について】
累積欠損額０円（平成22年度決算）

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　85.5

　給与水準の適切性の
　検証



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成22年度）

前年度
（平成21年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

中期目標期間開始時（平成
16年度）からの増△減比較増△減

10,092

(△23.2）
給与、報酬等支給総額

（15.3） 94,29914,804 （97.6）

（47.4） （11.3）42,255

非常勤役職員等給与

825

96,622 81,818

901,897 901,072

46,824
退職手当支給額

89,079

最広義人件費
（△16.5）1,135,344 1,140,320 △ 4,976 △ 187,530（0.4）

47,746 110,606
福利厚生費

注：　平成22年度の「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により
雇用される職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の
「18　役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

△ 82,939 （△173.7）△ 62,859 （△131.7）

区　　分

（0.1） △ 208,982



総人件費について参考となる事項

①総人件費の前年度との比較について

　「給与、報酬等支給総額」：前年度に比較して職員数が増えたので、0.1％の増となった。

　「最講義人件費」：前年度に比較して職員数が増えたので、1.5％の増となった。

②「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及び

「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組状況について

ⅰ）主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組について

　　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、

　　人件費削減の取組を行う。

ⅱ）中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針について

　　総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成22年度までに概ね５％の人件費の削減を図る。

ⅲ）人件費削減の取組状況について

　　平成22年度までの人件費削減率：△２０．３％

　　　平成17年度「給与、報酬等支給総額」：　１，１３１，６５３千円

　　　平成22年度「給与、報酬等支給総額」：　　　９０１，８９７千円

【主務大臣の検証結果】

５年間で５％以上削減を達成しており、問題ないと考える。

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

1,131,653 994,351 958,077 951,336 901,072 901,897

△ 12.1 △ 15.3 △ 15.9 △20.４ △ 20.3

△ 12.1 △ 16.0 △ 16.6 △18.7 △ 17.1

【注１】：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による削減率である。

　　　　人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。

【注２】：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算出した

　　　　平成17年度人件費予算相当額である。

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

総人件費改革の取組状況

人件費削減率（補正値）
（％）

人件費削減率
（％）



Ⅳ 法人が必要と認める事項
特になし
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